
                                                                                                       

 

令和３年５月２８日  

兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議  

 

 

当面の本会議運営等の基本方針について 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症が収束していない中、議会の業務継続を図り、本会議に上程さ

れるすべての議案を議了することを最優先課題とする。 

 

  (1) 本会議、委員会とも定足数（半数以上の出席）を充たす場合は、欠席者多数であっ 

ても予定どおり開催する。 

 なお、開会日に応招議員が半数に満たない場合は流会となり、知事が議会の再招集 

日程を調整することとなる。 

 

    (2) 会期中に、多数の議員が欠席し、委員会（議会運営委員会、常任委員会）の定足数を 

充たさないおそれがある場合は、委員会への議案付託は行わないこととする。 

なお、付託後の場合には、本会議で付託の撤回を議決する。 

 

 ２ 会期中に会議日程や議事の変更が必要となった場合、議会運営委員会で協議、決定する。 

なお、議会運営委員会が定足数を欠く場合、持ち回り審議（事実上の会議として電話連絡 

等による協議）とする。 

 

 ３ 閉会日までに会議日程が終えられない、またはそのおそれがある場合には、会期延長に 

ついて、議会運営委員会で協議の上、本会議に諮って決定する。 

 

 ４ 閉会日に定足数を欠き、開議できない場合は流会となる。 

その場合、閉会日における議決未了案件の対応については、当局と調整の上、議会運営 

委員会等において対応を協議する。 

 

 

 

 

 


